
 

意見に対する経過報告
確認事項

消費者安全調査委員会

「住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等」（平成31年１月報告書公表）に関する消費者安全調査委員会からの意見に対する実施状況

○「消費者安全法第23条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書」が公表され
た平成31年１月28日付けで、事故の事例、委員会から指摘のあった（１）～（３）をまと
めたプレスリリース「住宅用太陽光発電システムに起因した住宅の火災事故に注
意！」の発出により、消費者への注意喚起を行った。
○また、平成31年１月28日同日付で、地方公共団体の消費者行政担当部局宛に通
知を発出し、消費者への周知を依頼した。
○さらに、一般社団法人住宅生産団体連合会（以下「住団連」という。）による「住宅用
太陽光発電システムの火災事故のリスク低減対策について」パンフレット（別添）の後
援を行った。なお、国土交通省及び経済産業省からも後援が行われている。
当該パンフレットは平成31年4月から、住団連の正会員35社・賛助会員17社への配付
及びホームページへの掲載を実施。各団体加盟住宅会社及び個社会員住宅会社の
支社・支店・営業所の担当者を通じ、対策の検討が必要な設置形態である「鋼板等な
し型」の所有者に優先して配布し、火災事故等のリスクを抑制するため、設置形態の
変更又は応急点検等の検討を促した。

なし

（１）住宅用太陽光発電システムに起因した住宅の火災事故等が発生しており、同システムは、そのモジュールの設置形態等によって火災
リスクが異なること。
（２）モジュールの設置形態等を以下のとおりとすることにより、火災リスクの低減が可能であること。
①鋼板等なし型は、モジュール又はケーブルが発火した場合に、ルーフィング及び野地板(のじいた)へ延焼するリスクがある。モジュール
の設置形態を屋根置き型又は鋼板等敷設型にすることで同リスクを低減できる。
②鋼板等付帯型は、ルーフィング上に敷設されたケーブルが発火した場合に、ルーフィング及び野地板(のじいた)へ延焼するリスクがあ
る。ケーブルの挟み込みを防ぐ構造、かつルーフィング上にケーブルを可能な限り敷設しないような施工にすることで同リスクを低減でき
る。
③地絡検知機能を有していない製品は、地絡の検知が遅れ、同一ストリング内の２点地絡が発生した場合に、火災に至るリスクがある。地
絡検知機能を有した製品とすることで同リスクを低減できる。
（３）消費者が住宅用太陽光発電システムを購入し使用する際に、同システムを用いて売電を行う場合には、事業者としての点検等の義務
も併せて負うこととなること。

意見（平成31年１月）
消費者安全調査委員会

２ 消費者庁長官への意見
消費者庁は、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために、本報告書を参考にして、住宅用太陽光発電システムに係る以下の情報に
ついて、消費者に分かりやすく提供すべきである。

資料２

（消費者庁）






